
大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱

昭和６１年 ５月３０日 消防救第６ １ 号

改正 平成 ４年 ３月２３日 消防救第３ ９ 号

改正 平成 ５年 ３月２６日 消防救第３ ６ 号

改正 平成 ５年 ５月１４日 消防救第６ ６ 号

改正 平成 ６年 ４月 １日 消防救第４ ５ 号

改正 平成 ７年 ６月１２日 消防救第８ ３ 号

改正 平成 ８年 ６月２８日 消防救第１２７号

改正 平成 ８年１１月 ７日 消防救第２４４号

改正 平成 ９年 ３月１９日 消防救第６ ７ 号

改正 平成１０年 ３月３１日 消防救第４ ７ 号

改正 平成１１年 ３月２６日 消防救第６ ８ 号

改正 平成１２年 ７月２６日 消防救第２０２号

改正 平成１２年１２月２５日 消防救第３１６号

改正 平成２１年 ３月２３日 消防応第９ ７ 号

改正 令和 ２年 ７月１７日 消防広第１９０号

１ 目的

この広域航空消防応援実施要綱（ 以下「 要綱」 という。） は、消防組織法（ 昭和２２年法律第２２６号）

第４４条の規定に基づき、大規模特殊災害発生地の市町村が回転翼航空機（ 以下「 ヘリ」 という。） を保有

する他の都道府県又は他の都道府県に属する市町村によるヘリを用いた消防に関する応援（ 以下「 広域航空

消防応援」 という。） を要請しようとする場合に、当該応援が円滑かつ迅速に行われるよう要請手続その他

必要な事項について定めることを目的とする。

２ 用語の定義

（ 1） 要請側市町村

大規模特殊災害発生地の市町村（ 常備消防の事務を処理する一部事務組合が設けられている場合は、当

該一部事務組合とする。） で、この要綱に基づき広域航空消防応援を要請したもの、又は要請しようとす

るものをいう。

（ 2） 要請側都道府県

要請側市町村の属する都道府県をいう。

（ 3） 応援側市町村

ヘリを保有する市町村（ 常備消防の事務を処理する一部事務組合が設けられている場合には、当該一部

事務組合を含む。以下この号において同じ。） で、この要綱に基づき広域航空消防応援を実施したもの、

又は実施しようとするものをいう。

（ 4） 応援側都道府県

ヘリを保有する都道府県で、この要綱に基づき広域航空消防応援を実施したもの、又は実施しようとす

るものをいう。

３ 対象とする大規模特殊災害

広域航空消防応援の対象となる大規模特殊災害は、次の各号に掲げる災害で、ヘリを使用することが消防
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機関の活動にとって極めて有効であると考えられるものとする。

（ 1） 大規模な地震、風水害等の自然災害

（ 2） 山林、離島等、陸上あるいは海上からの接近が著しく困難な地域での、大規模な火災、災害、事故等

（ 3） 高層建築物の火災で、地上からの消火又は救助が困難なもの

（ 4） 航空機事故、列車事故等での集団救助救急事故

（ 5） その他前記各号に掲げる災害に準ずる災害等

４ 広域航空消防応援の種別

広域航空消防応援の種別は、主な任務により次の各号のとおり区分する。

（ 1） 調査出場

現場把握、情報収集、指揮支援等のための出場

（ 2） 火災出場

消火活動のための出場

（ 3） 救助出場

人命救助のための特別な活動を要する場合の出場（ これに附随する救急搬送活動を含む。）

（ 4） 救急出場

救急搬送のための出場で、特別な人命救助活動を伴わないもの

（ 5） 救援出場

救援物資、資機材、人員等の輸送のための出場

５ 広域航空消防応援の要請先の決定

要請側市町村の消防長（ 消防本部を設置していない要請側市町村にあっては、市町村長とする。以下同じ。）

は、広域航空消防応援が必要となったときは、ヘリに搭乗可能な特別救助隊、水難救助隊、山岳救助隊（ 以

下「 特別救助隊等」 という。） の有無及びヘリに搭載可能な救助器具の保有状況等を勘案し、広域航空消防

応援の応援側市町村又は応援側都道府県（ 以下「 応援側市町村等」 という。） を決定するものとする。

６ 市町村がヘリを保有する場合の広域消防応援の要請手続

（ 1） 要請側市町村の消防長は、前項の規定に基づき広域航空消防応援の応援側市町村を決定したときは、直

ちに当該要請側市町村の長に報告の上、その指示に従って要請側都道府県の知事へ次の事項を明らかにし

て広域航空消防応援の要請を行うものとする。この場合においては、同時に応援側市町村の消防長へも同

様の連絡を行うものとする。

① 応援側市町村

② 要請者・ 要請日時

③ 災害の発生日時・ 場所・ 概要

④ 必要な応援の概要

（ 2） 要請側都道府県の知事は、前号の要請があり、かつ必要があると認める場合は、消防庁長官へ要請を行

うものとする。

（ 3） 消防庁長官は、前号の要請があり、かつ必要があると認められときは、応援側市町村が属する都道府県

（ 以下「 所属都道府県」 という。） の知事に対し要請を行うものとする。

（ 4） 所属都道府県の知事は、前号の要請があった場合は直ちに応援側市町村の消防長を通じて当該応援側市

町村の長に要請を行うものとする。

（ 5） 要請側市町村の消防長は、第１号により広域航空消防応援の要請を行った場合には、できるだけ速やか

に次の事項を応援側市町村の消防長へ通報しなければならない。この場合においては、同時に要請側都道
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府県の知事へも同様の連絡を行うものとし、要請側都道府県の知事から消防庁長官、所属都道府県の知事

及び応援側市町村の消防長への連絡は、第２号から第４号までの規定に準じて行うものとする。

① 必要とする応援の具体的内容

② 応援活動に必要な資機材等

③ 離発着可能な場所及び給油体制

④ 災害現場の最高指揮者の職・ 氏名及び無線による連絡の方法

⑤ 離発着場における資機材の準備状況

⑥ 現場付近で活動中の他機関の航空機及びヘリの活動状況

⑦ 他にヘリの応援を要請している場合のヘリを保有する市町村の消防本部名又はヘリを保有する都道

府県名

⑧ 気象の状況

⑨ ヘリの誘導方法

⑩ 要請側消防本部の連絡先

⑪ その他必要な事項

７ 市町村がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の決定の通知

（ 1） 応援側市町村の消防長は、前項の広域航空消防応援の要請に基づいて応援を行うことが可能と判断した

場合には、当該応援側市町村の長に報告の上、その指示に従って所属都道府県の知事に通知するものとす

る。この場合においては、同時に要請側市町村の消防長へ応援を決定した旨を連絡するものとする。

（ 2） 所属都道府県の知事は、前号の通知を受けた場合は、直ちに消防庁長官へ通知し、消防庁長官は要請側

都道府県の知事に、要請側都道府県の知事は要請側市町村の消防長を通じて当該要請側市町村の長へ通知

するものとする。

８ 都道府県がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の要請手続及び決定の通知

（ 1） 都道府県がヘリを保有する場合の広域航空消防応援の要請手続については、第６項（ 第４号を除く 。）

を準用する。この場合において、第６項第１号中「 前項」 とあるのは「 第５項」 と、「 応援側市町村」 と

あるのは「 応援側都道府県」 と、「 応援側市町村の消防長」 とあるのは「 応援側都道府県の知事」 と、同

項第３号中「 応援側市町村が属する都道府県の知事」 とあるのは、「 応援側都道府県の知事」 と、同項第

５号中「 次の事項を応援側市町村の消防長」 とあるのは「 次の事項を応援側都道府県の知事」 と、「 所属

都道府県の知事及び応援側市町村の消防長」とあるのは「 応援側都道府県の知事」と読み替えるものとす

る。

（ 2） 応援側都道府県の知事は、前号の広域航空消防応援要請に基づいて応援を行うことが可能と判断した場

合には、直ちに消防庁長官に通知するとともに、要請側市町村の消防長へ応援を決定した旨を連絡するも

のとし、消防庁長官は要請側都道府県の知事に、要請側都道府県の知事は要請側市町村の消防長を通じて

当該要請側市町村の長へ通知するものとする。

９ 要請手続の特例

要請側市町村の消防長は、災害の発生状況等により、第６項及び前項に定められた手続による要請をする

いとまのないときは、応援側市町村等に直接、広域航空消防応援の要請をすることができる。この場合、直

ちに要請側都道府県、所属都道府県（ 市町村に要請をした場合）及び消防庁に、第６項及び前項に定める手

続をしなければならない。

10 広域航空消防応援の中断

（ 1） 応援側市町村の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じた場合は、応援側市町村の長は要請側市
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町村の長と協議して広域航空消防応援を中断することができる。

（ 2） 応援側都道府県の都合でヘリを復帰させるべき特別な事態が生じたときについては、前号を準用する。

この場合において、「 応援側市町村の長」 とあるのは「 応援都道府県の知事」 と読み替えるものとする。

（ 3） 前２号により広域航空消防応援を中断したときは、第７項又は第８項に準じてその連絡を行うものとす

る。

11 広域航空消防応援の始期及び終期

（ 1） 広域航空消防応援は、第２号及び第３号に定める場合を除きヘリが広域航空消防応援の命を受けてヘリ

ポートを出発したときから始まり、ヘリポートに帰着したときに終了するものとする。

要請側市町村により広域航空消防応援の要請が撤回された場合も同様とする。

（ 2） ヘリがヘリポート以外の場所にあるときに、飛行目的を変更して広域航空消防応援に出場すべき命令が

あったときは、そのときから広域航空消防応援は始まるものとする。

（ 3） ヘリが広域航空消防応援に出動中に、前項の規定に基づき広域航空消防応援が中断され、復帰すべき命

令があったときは、そのときをもって広域航空消防応援は終了するものとする。

12 広域航空消防応援のため出場したヘリの指揮等

（ 1） 広域航空消防応援のため出場したヘリの指揮は、要請側市町村の長の定める災害現場の最高指揮者が行

うものとする。この場合において、当該ヘリに搭乗している指揮者がヘリの運行に重大な支障があると認

めたときは、その旨、最高指揮者に通告するものとする。

（ 2） 当該ヘリに搭乗している指揮者は、活動に当たって要請側市町村の消防本部の基地局及び災害現場の最

高指揮者と緊密な連絡を取るものとする。

13 広域航空消防応援に係る要請側市町村の事前計画等

（ 1） 要請側市町村は、広域航空消防応援を受けて消防活動を行う場合の計画をあらかじめ作成しておく もの

とする。

（ 2） 前号の計画を作成した場合は、そのうちの必要事項を要請側都道府県の知事へあらかじめ届け出ておく

ものとし、その内容に変更があった場合にも同様の届け出を行うものとする。

14 要請側都道府県の措置等

（ 1） 要請側都道府県は、前項の規定に基づき、要請側市町村が樹立する活動計画の作成について適切な助言

を行うとともに、自らも必要な事項についてあらかじめ計画の作成を行うものとする。

（ 2） 要請側都道府県は、前号の計画を作成した場合は、自都道府県内の要請側市町村に示すとともに、必要

事項について消防庁長官へ届け出ておく ものとし、その内容に変更があった場合にも同様の届け出等を行

うものとする。

15 応援側市町村等の届出

（ 1） ヘリを保有する市町村（ 都道府県の保有するヘリを用いて消防業務を行う市町村を除く 。）の消防長は、

次の事項について、あらかじめ所属都道府県の知事を通じ消防庁長官に届け出ておく ものとする。

なお、新規にヘリを保有した場合及び次の事項に変更があった場合にも同様とする。

ただし、他の方法により、すでに届け出ている場合は、その届出をもって、本項に定める届出に代える

ことができる。

① 保有ヘリの性能及び活動能力

② 特別救助隊等の隊員数

③ 特別救助隊等の隊員が使用する「 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令」別表１及び別表

２のうちヘリによる搬送が可能な救助器具（ 以下「 救助器具」 という。） の品名、大きさ、重量、数量
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（ 2） ヘリを保有する都道府県の知事は、次の事項について、あらかじめ消防庁長官に届け出ておく ものとす

る。

なお、新規にヘリを保有した場合及び次の事項に変更があった場合にも同様とする。

ただし、他の方法により、すでに届け出ている場合は、その届出をもって、本項に定める届出に代える

ことができる。

① 保有ヘリの性能及び活動能力

② 当該都道府県の特別救助隊等の隊員数

③ 特別救助隊等の隊員が使用する救助器具の品名、大きさ、重量、数量

16 消防庁長官の情報提供

（ 1） 消防庁長官は、第１４項第２号に定める届出を受けた場合は、その内容を所属都道府県を通じ、応援側

市町村の消防本部に提供するものとする。

（ 2） ② ③消防庁長官は、前項各号に定める届出を受けた場合は、その内容のうち 及び を要請側都道府県を通

じ、要請側市町村の消防本部に提供するものとする。

17 広域航空消防応援に要する経費の負担

広域航空消防応援に要する経費の負担は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 消防組織法第４９条第１項に規定する経費及び緊急消防援助隊に関する政令（ 平成１５年政令第３７９

号） 第５条各号に掲げる経費は、要請側市町村が負担するものとする。

(2) 広域航空消防応援により生じた公務災害補償に要する経費は、応援側市町村等が負担するものとする。

(3) 前２号に掲げる経費以外の経費は、原則として要請側市町村及び応援側市町村等双方の協議により当該

経費の負担を決定するものとし、当該協議を円滑に行うための経費負担に関する原則的な考え方について

は、消防庁が別に定める。

18 要請側市町村及び応援側市町村等は広域航空応援を円滑かつ的確に実施するため、広域航空消防応援に係

る訓練を随時実施するものとする。

19 この要綱の実施に関する手続等の細部事項については、別に定める。
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緊急消防援助隊の運用に関する要綱 

 

       平成16年３月26日 消防震第 19号 

改正 平成17年３月30日 消防震第 14号 

改正 平成18年２月14日 消防応第 15号 

改正 平成18年６月22日 消防応第 94号 

改正 平成20年７月２日 消防応第109号 

改正 平成20年８月27日 消防応第152号 

改正 平成24年11月28日 消防広第 95号 

改正 平成26年３月26日 消防広第 75号 

改正 平成27年３月31日 消防広第 74号 

改正 平成28年３月30日 消防広第 80号 

改正 平成29年３月28日 消防広第 93号 

改正 平成31年３月８日 消防広第 35号 

改正 令和２年７月17日 消防広第190号 

改正 令和３年３月22日 消防広第 89号 

改正 令和４年６月24日 消防広第211号 

改正 令和７年３月26日 消防広第308号 

 

 

 

目次 

 第１章 総則 

 第２章 編成及び装備等の基準 

 第３章 出動 

 第４章 指揮活動 

 第５章 防災関係機関との連携 

 第６章 指揮支援実施計画及び受援計画 

 第７章 その他 

  

第１章 総則 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、消防組織法（昭和22年法律第 226号。以下「法」という。）、緊急消防援助隊

に関する政令（平成15年政令第 379号）及び緊急消防援助隊の編成及び施設の整備等に係る基

本的な事項に関する計画（平成16年消防震第９号。以下「基本計画」という。）に定めるものの

ほか、出動、指揮活動その他の緊急消防援助隊及び被災地の消防本部の対応について、必要な

事項を定めることを目的とする。 
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 （用語の定義） 

第２条 この要綱において使用する用語は、法及び基本計画において使用する用語の例によるほ

か、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）被災地消防本部とは、被災地を管轄する消防本部をいう。 

（２）被災地消防団とは、被災地を管轄する消防団をいう。 

（３）指揮本部とは、被災地消防本部の指揮本部をいう。 

（４）指揮者とは、被災地の市町村長又は当該市町村長の委任を受けた消防長をいう。 

（５）航空指揮本部とは、被災地（被災地の周辺地域を含む。）における航空機を用いた消防活動

の拠点（以下「活動拠点ヘリベース」という。）の指揮本部をいう。 

（６）応援等とは、法第44条第１項の消防の応援等をいう。 

（７）受援都道府県とは、緊急消防援助隊による応援等を受ける又は受けた被災地の属する都道

府県をいう。 

（８）応援都道府県とは、緊急消防援助隊を出動させる又は出動させた都道府県をいう。 

（９）代表消防機関代行とは、代表消防機関が被災等によりその任務を遂行できない場合にその

任務を代行する消防機関をいう。 

（10）登録市町村とは、緊急消防援助隊として登録された小隊等が属する市町村（東京都の特別

区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合を含む。）をいう。 

（11）登録都道府県とは、緊急消防援助隊として登録された航空消防隊の属する都道府県をいう。 

（12）航空隊とは、法第30条第３項に規定する都道府県の航空消防隊又は航 

空機を用いた消防活動を行う消防本部の消防隊をいう。 

（13）Ｃ災害とは、毒性物質若しくはこれと同等の毒性を有する物質の発散又はそのおそれがあ

る事故により生ずる災害をいう。 

（14）Ｂ災害とは、生物剤若しくは毒素の発散又はそのおそれがある事故により生ずる災害をい

う。 

（15）Ｎ災害とは、放射性物質若しくは放射線の異常な水準の放出又はそのおそれがある事故に

より生ずる災害をいう。 

（16）進出拠点とは、緊急消防援助隊が被災地に進出するための目標とする拠点（一時的に集結

する場所を含む。）をいう。 

（17）部隊移動とは、法第44条の規定に基づく消防庁長官（以下「長官」という。）の措置の求め

又は指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊が市町村（東京都の特別

区並びに市町村の消防の一部事務組合及び広域連合は、一の市町村とみなす。以下この号に

おいて同じ。）若しくは都道府県をまたいで別の被災地に出動すること、又は法第44条の３の

規定に基づく都道府県知事の指示により、被災地において既に行動している緊急消防援助隊

が市町村をまたいで当該都道府県内の別の被災地に出動することをいう。 

 

第２章 編成及び装備等の基準 
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 （都道府県大隊の編成） 

第３条 都道府県大隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、緊急消

防援助隊の応援等の要請等に関する要綱（平成27年消防広第74号。以下「要請要綱」という。）

第39条に規定する緊急消防援助隊都道府県応援等実施計画（以下「応援等実施計画」という。）

に定めておくものとする。 

（１）都道府県大隊指揮隊は、原則として、代表消防機関（代表消防機関が被災等によりその任

務を遂行できない場合は、代表消防機関代行。以下同じ。）の指揮隊をもって編成するものと

する。ただし、部隊移動等により同時に二以上の都道府県大隊指揮隊が必要となり、代表消

防機関のみではその任務を遂行できない場合は、代表消防機関及び代表消防機関代行の指揮

隊をもって編成する。 

（２）都道府県大隊は、迅速かつ的確な活動が行えるよう、対応する災害の状況、気象状況、道

路・交通の状況等被災地における諸事情を勘案し、適切な車両及び装備等を備えた隊を柔軟

に編成するものとする。 

（３）大隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）大隊」と呼称する。 

（４）中隊は、都道府県内の緊急消防援助隊登録状況に応じて、複数の消防本部からなるブロッ

クごと、消防本部ごと、消火、救助、救急等の任務ごと等に編成するものとし、「（第○）中

隊」、「（○○消防本部）中隊」、「（消火）中隊」等と呼称する。 

   なお、各中隊長は、都道府県大隊長が指定するものとする。 

（５）小隊は、車両若しくは消防艇又は付加された任務ごとに編成するものとし、「（○○）小隊」

と呼称する。 

（６）Ｃ災害、Ｂ災害及びＮ災害に対応する中隊は、毒劇物等対応小隊等特別の装備を保有し、

かつ特別な教育訓練を受けた小隊により編成するものとする。 

（７）水上中隊は、船艇特性等を考慮し、別に編成することができるものとする。 

 

 （指揮支援部隊の編成） 

第４条 指揮支援部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、第41条

に規定する指揮支援実施計画に定めておくものとする。 

（１）統括指揮支援隊、指揮支援隊及び情報統括支援隊は、東京都特別区又は地方自治法（昭和

22年法律第67号）第 252条の19第１項に規定する指定都市を管轄する消防本部の職員をもっ

て編成するものとする。 

（２）航空指揮支援隊は、航空隊員をもって編成するものとする。 

（３）統括指揮支援隊、指揮支援隊、航空指揮支援隊及び情報統括支援隊は、それぞれ「○○消

防本部統括指揮支援隊」、「○○消防本部指揮支援隊」、「○○消防本部（○○都道府県）航空

指揮支援隊」、「○○消防本部情報統括支援隊」と呼称する。 

 

（統合機動部隊の編成） 

第５条 統合機動部隊の編成は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等

実施計画に定めておくものとする。 
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（１）統合機動部隊指揮隊は、原則として、代表消防機関の指揮隊をもって編成するものとする。 

（２）統合機動部隊は、統合機動部隊指揮隊、消火小隊、救助小隊、救急小隊、後方支援小隊及び

通信支援小隊を中心として編成するものとし、対応する災害の状況、気象状況、道路・交通

の状況等被災地における諸事情を勘案し、迅速な出動や情報収集等の目的に応じ、柔軟な編

成、運用により対応するものとする。 

（３）統合機動部隊は、迅速な集結及び出動が可能な小隊の中から、応援先都道府県に応じて、

事前に指定しておくものとする。 

（４）統合機動部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）統合機動部隊」と

呼称する。 

（５）統合機動部隊長は都道府県大隊長を兼ねることができるものとする。 

 

 （エネルギー・産業基盤災害即応部隊（ドラゴンハイパー・コマンドユニット）の編成） 

第６条 エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとお

りとし、応援等実施計画に定めておくものとする。 

（１）エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長の属

する消防本部の指揮隊をもって編成するものとする。 

（２）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、エネルギー・産業基盤災害即応部隊指揮隊、特殊

災害中隊（大容量送水ポンプ車、大型放水砲搭載ホース延長車、大型化学車、大型高所放水

車及び泡原液搬送車を備えたもの）、消火中隊（化学消防ポンプ自動車を備えたもの）を中心

として編成するものとし、地域の実情に応じて、特殊装備小隊、後方支援小隊、通信支援小

隊及び水上小隊を加えるものとする。 

（３）エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府

県）エネルギー・産業基盤災害即応部隊」と呼称する。 

 

（ＮＢＣ災害即応部隊の編成） 

第７条 ＮＢＣ災害即応部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等

実施計画に定めておくものとする。 

（１）ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊は、ＮＢＣ災害即応部隊長の属する消防本部の指揮隊をもって

編成するものとする。 

（２）ＮＢＣ災害即応部隊は、ＮＢＣ災害即応部隊指揮隊、毒劇物等対応小隊を中心として編成

するものとし、地域の実情に応じて、後方支援小隊等を加えるものとする。 

（３）ＮＢＣ災害即応部隊は、消防本部ごとに編成するものとし、「（○○消防本部）ＮＢＣ災害

即応部隊」と呼称する。 

 

（土砂・風水害機動支援部隊の編成） 

第８条 土砂・風水害機動支援部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、

応援等実施計画に定めておくものとする。 

（１）土砂・風水害機動支援部隊指揮隊は、土砂・風水害機動支援部隊長の属する消防本部の指

-276-



  
 

揮隊をもって編成するものとする。 

（２）土砂・風水害機動支援部隊は、土砂・風水害機動支援部隊指揮隊、救助小隊（津波・大規模

風水害対策車及び救助工作車を備えたもの）、特殊装備小隊（重機及び重機搬送車、水陸両用

車及び搬送車を備えたもの）、後方支援小隊を中心として編成するものとし、地域の実情に応

じて、必要な小隊を加えるものとする。 

（３）土砂・風水害機動支援部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）土砂・

風水害機動支援部隊」と呼称する。 

 

（安全管理部隊の編成） 

第９条 安全管理部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとし、応援等実施計

画に定めておくものとする。 

（１）安全管理部隊指揮隊は、安全管理部隊長の属する消防本部の指揮隊を 

もって編成するものとする。 

（２）安全管理部隊は、安全管理部隊指揮隊、消火小隊、救急小隊を中心として編成するものと

し、地域の実情に応じて、必要な小隊を加えるものとする。 

（３）安全管理部隊は、都道府県ごとに編成するものとし、「（○○都道府県）安全管理部隊」と

呼称する。 

 

（救急特別編成部隊の編成） 

第10条 救急特別編成部隊は、基本計画に定めるところによるほか、次のとおりとするものとす

る。 

（１）救急特別編成部隊長は、救急特別編成部隊統括救急隊の中から指揮支援部隊長が指名する

ものとする。 

（２）救急特別編成部隊統括救急隊は、救急特別編成部隊長の属する消防本部の指揮隊又は救急

小隊をもって編成するものとする。 

（３）救急特別編成部隊は、救急特別編成部隊統括救急隊及び緊急消防援助隊として出動してい

る救急中隊又はその一部をもって編成するものとし、地域の実情に応じて、必要な小隊を加

えるものとする。 

（４）救急特別編成部隊は、救急特別編成部隊長の属する都道府県により「（○○都道府県）救急

特別編成部隊」と呼称する。 

 

 （特殊災害小隊の装備等の基準） 

第11条 基本計画第２章第４節８に定める特殊災害小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおり

とする。 

（１）毒劇物等対応小隊 

  ア 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、Ｃ災害、Ｂ災害又はＮ災害に対応するための

特別な教育訓練を受けた隊員５人以上で編成されるものであること。 

  イ 毒劇物等対応小隊は、ウの資機材を搬送することのできる車両を備えること。 
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  ウ 毒劇物等対応小隊は、一般の毒劇物災害、Ｃ災害及びＢ災害又はＮ災害に対応した次に

掲げる資機材を備えること。 

  （ア）一般の毒劇物災害対応小隊 

     呼吸保護用器具、防毒マスク及び化学防護服（又は陽圧式化学防護服） 

  （イ）Ｃ災害及びＢ災害対応小隊 

     陽圧式化学防護服、化学防護服、携帯型生物剤検知装置、有毒ガス検知管、化学剤検

知紙、携帯型化学剤検知機、除染シャワー、除染剤散布器及び防毒マスク 

  （ウ）Ｎ災害対応小隊 

     簡易型防護服、呼吸保護具、個人警報線量計、空間線量計、表面汚染計、除染設備、中

性子線測定器及び放射線防護服又は陽圧式化学防護服 

（２）大規模危険物火災等対応小隊 

  ア 大規模危険物火災等対応小隊は、石油コンビナート施設等の大規模危険物施設での火災

等に対応することのできる隊員２人以上で編成されるものであること。 

  イ 大規模危険物火災等対応小隊は、大型化学車、大型高所放水車、泡原液搬送車、屈折放

水塔車、耐熱装甲型救助活動車、大容量送水ポンプ車又は大型放水砲搭載ホース延長車を

備えること。 

  ウ 大規模危険物火災等対応小隊は、大規模危険物火災等に対応する耐熱防護服を備えるこ

と。 

（３）密閉空間火災等対応小隊 

  ア 密閉空間火災等対応小隊は、地下街等の密閉空間で発生した消火困難な火災等に対応す

ることのできる隊員２人以上で編成されるものであること。 

  イ 密閉空間火災等対応小隊は、高発泡車を備えること。 

  ウ 密閉空間火災等対応小隊は、呼吸保護用器具及び排煙用資機材を備えること。 

 

 （特殊装備小隊の装備等の基準） 

第12条 基本計画第２章第４節９に定める特殊装備小隊の装備等の基準は、おおむね次のとおり

とする。 

（１）遠距離大量送水小隊 

  ア 遠距離大量送水小隊は、遠距離大量送水システム及びそれを搬送可能な車両並びに必要

な隊員で構成されるものであること。 

  イ アの遠距離大量送水システムは、自然水利を利用して、１キロメートル以上の離れた場

所に毎分 3,000リットル以上の水又は海水を送水することができるものであること。 

（２）消防活動二輪小隊 

  ア 消防活動二輪小隊は、オフロード走行が可能な仕様の自動二輪車及び隊員で構成される

ものであること。 

  イ 消防活動二輪小隊は、消火器及び可搬式消火器具、簡易救助器具又は応急手当資機材の

いずれかを備えること。 

（３）震災対応特殊車両小隊 
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   震災対応特殊車両小隊は、地震災害等における救助活動に必要な重機その他の設備又は資

機材を備えた車両及び必要な隊員で構成されるものであること。 

（４）その他の特殊な装備を用いて消防活動を行う小隊 

   その他の特殊な装備を用いて消防活動を行う小隊は、次に掲げるいずれかの車両又は資機

材及び必要な隊員で構成されるものであること。 

  ア はしご車 

  イ 照明車 

  ウ 空気ボンベ充填車 

  エ 無人消火ロボット 

  オ その他長官が緊急消防援助隊の活動に必要と認めた特殊な装備を備えた消防車両 

 

第３章 出動 

 

（指揮本部の設置） 

第13条 被災地消防本部は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災地での緊急消防援助

隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、指揮本部を設置するものとする。 

２ 指揮本部は、被災地における消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事務をつかさどる

ものとする。 

（１）被害情報の収集に関すること。 

（２）緊急消防援助隊の活動方針（活動スケジュールを含む。）に関すること。 

（３）被害状況並びに被災地消防本部及び被災地消防団の活動に係る記録に関すること。 

（４）緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（５）その他緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 

３ 指揮本部は、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関と

の活動調整を図るため、市町村災害対策本部と緊密に連携を図るものとし、当該市町村災害対 

策本部に職員を派遣するものとする。 

 

（航空指揮本部の設置） 

第14条 被災地の属する都道府県内の航空隊は、緊急消防援助隊の出動が決定した場合は、被災

地での緊急消防援助隊の迅速かつ的確な活動等に資するため、航空指揮本部を設置するものと

する。 

２ 航空指揮本部は、被災地における航空に係る消防の指揮に関することのほか、次に掲げる事

務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集に関すること。 

（２）被害状況及び受援都道府県内の航空隊の活動に係る記録に関すること。 

（３）航空に係る緊急消防援助隊の受援体制の確立及び受援活動の実施に関すること。 

（４）その他航空に係る緊急消防援助隊の受援に必要な事項に関すること。 
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 （後方支援本部の設置） 

第15条 応援都道府県に属する代表消防機関は、円滑な後方支援体制を確立するため、当該代表

消防機関に後方支援本部を設置するものとする。ただし、都道府県に属する緊急消防援助隊の

みが出動した場合等においては、この限りでない。 

２ 後方支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）緊急消防援助隊の出動、活動等に関する連絡調整に関すること。 

（２）後方支援体制の確立に関すること。 

（３）関係機関との連絡調整に関すること。 

（４）緊急消防援助隊の交替に関すること。 

（５）物資等の搬送計画に関すること。 

（６）緊急消防援助隊を出動させた消防本部に対する、情報提供に関すること。 

（７）消防庁に対する被災状況や緊急消防援助隊の活動に係る動画及び静止画の提供に関するこ

と。 

（８）緊急消防援助隊の隊数及び人員数の集計に関すること。 

（９）その他緊急消防援助隊の活動支援に必要な事項に関すること。 

 

 （都道府県大隊の出動） 

第16条 都道府県大隊長は、当該都道府県大隊が迅速に被災地に到着するために必要と判断した

場合は、ブロック単位での出動又は車両特性に応じた中隊編成による出動を指示するほか、迅

速かつ的確な活動が行えるよう、対応する災害の状況、気象状況、道路・交通の状況等被災地

における諸事情を勘案し、適切な車両及び装備等を備えた隊を柔軟に編成し出動するなど、必

要な措置を講じるものとする。 

 

（指揮支援部隊の出動） 

第17条 統括指揮支援隊、指揮支援隊、航空指揮支援隊及び情報統括支援隊は、長官の出動の求

め又は指示後、おおむね１時間以内に迅速に出動するものとする。 

なお、統括指揮支援隊、指揮支援隊及び航空指揮支援隊は、原則として、航空小隊による輸

送により出動するものとする。 

 

（統合機動部隊の出動等） 

第18条 統合機動部隊は、長官の出動の求め又は指示後、おおむね１時間以内に迅速に出動し、

次に掲げる任務を行うものとする。 

（１）被災地までの道路状況、給油可能施設等の情報の収集に関すること。 

（２）被害状況、活動場所、任務、必要な大隊規模等の情報の収集に関すること。 

（３）都道府県大隊が後続する場合の（１）及び（２）に規定する情報の提供に関すること。 

（４）被災地消防本部との連絡調整に関すること。 

（５）被災地における通信の確保に関すること。 

（６）初期の消火、救助及び救急活動に関すること。 
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（７）航空消防活動の支援に関すること。 

（８）宿営場所の設営に関すること。 

（９）被害状況、部隊の活動等の記録（動画及び静止画によるものを含む。）に関すること。 

２ 統合機動部隊を構成する小隊等は、後続する都道府県大隊が被災地に到着後は当該都道府県

大隊に帰属し、都道府県大隊長の指揮の下、都道府県大隊を構成する小隊等として活動するも

のとする。 

 

（エネルギー・産業基盤災害即応部隊の出動） 

第19条 エネルギー・産業基盤災害即応部隊は、石油コンビナート等における特殊災害が発生し

た場合において、当該部隊が属する都道府県の大隊と別に出動するものとする。 

 

（ＮＢＣ災害即応部隊の出動） 

第20条 ＮＢＣ災害即応部隊は、長官が別に定める運用計画に基づき、ＮＢＣ災害等が発生し

た場合において、長官の出動の指示後、当該部隊が属する都道府県の大隊と別に迅速に出動

するものとする。 

 

（土砂・風水害機動支援部隊の出動等） 

第21条 土砂・風水害機動支援部隊は、当該部隊が属する都道府県の大隊の出動を伴わず、単

独で出動するものとし、被災地消防本部、被災地消防団、都道府県内消防応援隊及び他の都

道府県大隊と連携して活動するものとする。 

 

 （安全管理部隊の出動等） 

第22条 安全管理部隊は、原則として、当該部隊が属する都道府県の大隊と同時に出動するもの

とし、被災地において当該都道府県の大隊と連携して活動するものとする。 

 

（航空部隊の出動） 

第23条 航空小隊は、航空機により、原則として、進出拠点となる活動拠点ヘリベースに出動

するものとする。 

２ 航空後方支援小隊は、原則として、自隊の保有する車両により出動するものとする。 

 

 （集結場所、進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等） 

第24条 集結場所、進出拠点及び宿営場所の決定、連絡等については、原則として、次のとおり

とする。 

（１）集結場所 

   代表消防機関は、応援等実施計画に定めるところにより、災害の状況、大隊又は部隊の特

性、規模等を考慮し、応援先市町村又は応援先都道府県に応じて、都道府県大隊、統合機動

部隊、エネルギー・産業基盤災害即応部隊、土砂・風水害機動支援部隊及び安全管理部隊の

集結場所及び集結時刻を決定し、登録市町村の消防本部に対して連絡するものとする。 
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   なお、災害の状況等により受援都道府県内の場所を集結場所とする場合は、当該受援都道

府県の消防応援活動調整本部（以下「調整本部」という。）と調整するものとする。ただし、

アクションプランが適用された場合は、当該アクションプランに定めるところによるものと

する（以下、第２号及び第３号について同じ。）。 

（２）進出拠点 

   消防庁は、災害の状況、道路の状況、大隊又は部隊の特性、規模等を考慮し、調整本部（調

整本部が設置されない場合は被災地）と調整の上、進出拠点を決定し、応援都道府県（又は

応援都道府県の後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（３）宿営場所 

   消防庁は、災害の状況、緊急消防援助隊の規模等を考慮し、調整本部（調整本部が設置さ

れない場合は被災地）と調整の上、宿営場所を決定し、応援都道府県（又は応援都道府県の

後方支援本部）に対して連絡するものとする。 

（４）出動ルート 

   都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即

応部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長及び安全管理部隊長は、応援先都道府県又は進出拠

点に応じて出動ルートを決定し、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対して報告するもの

とする。また、津波警報等が発表されている場合は、被災地に出動する出動ルートについて、

津波による二次災害に留意し、進出するものとする。 

   なお、道路の状況等により、出動途上において出動ルート及び進出拠点を変更する必要が

ある場合は、消防庁、調整本部及び後方支援本部に対してその旨を報告するものとする。 

 

 （進出拠点到着後の大隊長及び部隊長の任務） 

第25条 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害

即応部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長及び安全管理部隊長は、進出拠点到着後、調整本部

に対して、速やかに当該都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等について報告するものと

する。 

２ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応

部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長及び安全管理部隊長は、出動途上等における応援先市町

村の指定の有無にかかわらず、調整本部に対して応援先市町村を確認するものとする。 

３ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、土砂・風水害機

動支援部隊長及び安全管理部隊長は、進出拠点が高速道路のインターチェンジ等の場合は、当

該都道府県大隊長又は部隊長のみが先行して第１項及び第２項の任務を実施し、無線等により

当該都道府県大隊又は部隊に必要な指示を行うなど、進出拠点を速やかに通過するための措置

を講ずるものとする。 

 

 （被災地到着後の大隊長及び部隊長の任務） 

第26条 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害

即応部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長、安全管理部隊長及び救急特別編成部隊長は、被災
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地到着後、指揮者及び当該被災地の緊急消防援助隊指揮支援本部の本部長に対して、速やかに

当該都道府県大隊名又は部隊名、規模、資機材等について報告するとともに、次に掲げる事項

について確認するものとする。 

（１）被害状況 

（２）活動方針 

（３）活動地域及び任務 

（４）安全管理に関する体制 

（５）使用無線系統 

（６）地理及び水利の状況 

（７）その他活動上必要な事項 

 

２ 統合機動部隊長は、確認した事項について、後続の都道府県大隊及び後方支援本部に対して

報告するものとする。 

 

第４章 指揮活動 

 

（指揮体制） 

第27条 指揮支援部隊長は、被災地における緊急消防援助隊の活動に関し、指揮支援部隊を統括

し、当該被災地に係る都道府県災害対策本部長又は調整本部長を補佐し、及びその指揮の下で、

被災地における緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。また、指揮支援隊が出動して

いない場合は、指揮支援部隊長が任務に支障のない範囲内で、次項の指揮支援隊長の役割も担

うものとする。 

２ 指揮支援隊長は、第28条に規定する緊急消防援助隊指揮支援本部の本部長（以下「指揮支援

本部長」という。）として、指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地における陸上（水上

を含む。以下同じ。）に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

３ 航空指揮支援隊長は、ヘリベース指揮者を補佐し、及びその指揮の下で、被災地における航

空に係る緊急消防援助隊の活動の管理を行うものとする。 

４ 情報統括支援隊長は、消防応援活動調整本部の指揮支援部隊長を補佐し、被災地における災

害に関する情報の管理を行うものとする。 

 

５ 都道府県大隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の

下で、当該都道府県大隊の活動の指揮を行うものとする。 

６ 統合機動部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の

下で、当該統合機動部隊の活動の指揮を行うものとする。 

７ エネルギー・産業基盤災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指

揮支援本部長の管理の下で、当該エネルギー・産業基盤災害即応部隊の活動の指揮を行うもの

とする。 

８ ＮＢＣ災害即応部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の
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管理の下で、当該ＮＢＣ災害即応部隊の活動の指揮を行うものとする。 

９ 土砂・風水害機動支援部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本

部長の管理の下で、当該土砂・風水害機動支援部隊の活動の指揮を行うものとする。 

10 安全管理部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管理の

下で、当該安全管理部隊の活動の指揮を行うものとする。 

11 救急特別編成部隊長は、指揮者の指揮の下又は指揮支援部隊長若しくは指揮支援本部長の管

理の下で、当該救急特別編成部隊の活動の指揮を行うものとする。 

12 中隊長は、都道府県大隊長又は部隊長（指揮支援部隊長を除く。）の指揮の下で、小隊長以

下の指揮を行うものとする。 

 

（緊急消防援助隊指揮支援本部の設置） 

第28条 指揮支援部隊長は、被災地ごとに緊急消防援助隊指揮支援本部（以下「指揮支援本部」

という。）を設置するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、次に掲げる順位により、指揮支援本部長を指名するものとする。ただし、

次に掲げる者を指名できない場合は、指揮支援部隊長が任務に支障のない範囲内で、指揮支援

本部長の役割を担うものとする。 

（１）第１順位 指揮支援隊長 

（２）第２順位 都道府県大隊長 

（３）第３順位 統合機動部隊長 

（４）第４順位 代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長 

３ 指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）被害状況、市町村が行う災害対策等の各種情報の集約及び整理に関すること。 

（２）被災地消防本部、被災地消防団、都道府県内消防応援隊及び緊急消防援助隊の陸上に係る

活動調整（活動方針の調整を含む。）に関すること。 

（３）陸上に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との活動調整（活動方針の調整を含む。）

に関すること。 

（５）指揮本部又は市町村災害対策本部への隊員の派遣に関すること。 

（６）調整本部に対する報告に関すること。 

（７）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 

（８）消防庁への情報提供に関すること。 

（９）その他必要な事項に関すること。 

４ 指揮支援本部は、指揮本部及び市町村災害対策本部と緊密な連携を図ることができる場所に

設置するものとする。この場合において、指揮支援本部長は、前項の事務を実施するために必

要と認める場合は、指揮本部又は市町村災害対策本部へ隊員を派遣するものとする。 

５ 指揮支援本部長は、同一の災害現場において複数の統合機動部隊又は都道府県大隊が活動す

る場合、必要に応じて、これらの複数の隊との間で中心となって調整し、指揮支援本部長へ報

告等を行う統括統合機動部隊長又は統括都道府県大隊長を指名するものとする。 
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６ 指揮支援本部長は、市町村災害対策本部と緊密に連携を図るとともに、当該市町村災害対策

本部の会議に参画し、市町村が行う災害対策及び自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係

機関との活動調整を行うものとする。 

７ 指揮支援本部長は、指揮本部及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとする。 

８ 指揮支援本部は、受援市町村名を冠称し、「○○市町村緊急消防援助隊指揮支援本部」と呼

称する。 

 

 （緊急消防援助隊航空指揮支援本部の設置） 

第29条 指揮支援部隊長は、活動拠点ヘリベースに緊急消防援助隊航空指揮支援本部（以下「航

空指揮支援本部」という。）を設置するものとする。 

２ 指揮支援部隊長は、航空指揮支援隊長を航空指揮支援本部長に指名するものとする。 

３ 航空指揮支援本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊の活動調整に関すること。 

（２）航空に係る緊急消防援助隊の安全管理に関すること。 

（３）調整本部に対する報告に関すること。 

（４）被害状況及び緊急消防援助隊の活動に係る記録に関すること。 

（５）消防庁への情報提供に関すること。 

（６）その他必要な事項に関すること。 

４ 航空指揮支援本部は、航空指揮本部と同一の場所に設置するものとする。この場合において、

航空指揮支援本部長は、前項の事務を実施するために必要と認める場合は、調整本部又は航空

運用調整班等へ隊員を派遣するものとする。 

５ 航空指揮支援本部長は、航空指揮本部と緊密に連携するものとする。 

６ 航空指揮支援本部は、受援都道府県名を冠称し、「○○都道府県緊急消防援助隊航空指揮支

援本部」と呼称する。 

７ 航空指揮支援本部長は、航空指揮支援隊及び航空小隊に対する輸送・補給活動等が必要な

場合には、指揮支援部隊長に対し、航空後方支援小隊又は後方支援小隊を活動拠点ヘリベー

ス等に派遣するよう要請するものとする。 

 

 （消防庁職員の現地派遣） 

第30条 長官は、緊急消防援助隊の出動が決定し、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、調

整本部又は都道府県災害対策本部に消防庁職員を派遣するものとする。 

２ 長官は、災害の状況に応じ必要と判断した場合は、指揮支援本部、市町村災害対策本部又は

航空指揮支援本部に消防庁職員を派遣するものとする。 

３ 長官は、被災地における消防の広報活動が必要と判断した場合は、災害現場等に消防庁職員

を派遣するものとする。 

４ 前３項の規定により派遣された消防庁職員（以下「現地派遣職員」という。）は、次に掲げる

事務をつかさどるものとする。 

（１）被害情報の収集及び消防庁への情報提供に関すること。 
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（２）都道府県災害対策本部又は市町村災害対策本部に対する、災害対策活動の支援に関するこ

と。 

（３）緊急消防援助隊の増隊、部隊移動等、緊急消防援助隊の活動調整に係る消防庁との連絡調

整に関すること。 

（４）自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関との連絡調整に関すること。 

（５）報道機関への対応に関すること。 

（６）被害状況や活動状況に係る動画及び静止画の収集及び共有に関すること。 

 

 （都道府県大隊本部の設置） 

第31条 都道府県大隊長は、災害現場付近の活動上適当な場所に都道府県大隊本部を設置するも

のとする。この場合において、都道府県大隊長を本部長とする。 

２ 都道府県大隊本部は、次に掲げる事務をつかさどるものとする。 

（１）都道府県大隊の活動管理に関すること。 

（２）隊員の安全管理に関すること。 

（３）都道府県大隊の後方支援に関すること。 

（４）被害状況及び都道府県大隊の活動に係る記録（動画及び静止画によるものを含む。）に関す

ること。 

（５）被災地消防本部、被災地消防団及び都道府県内消防応援隊との活動調整に関すること。 

（６）指揮支援本部に対する報告に関すること。 

（７）他の都道府県大隊等との調整に関すること。 

（８）その他必要な事項に関すること。 

３ 都道府県大隊本部は、応援都道府県名を冠称し、「○○都道府県大隊本部」と呼称する。 

 

 （現地合同調整所の設置） 

第32条 指揮者は、災害現場において、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間にお

ける情報共有及び活動調整等を行うため、必要に応じて、現地合同調整所を設置するものとす

る。 

２ 指揮支援本部長は、必要に応じて、現地合同調整所の設置について指揮者に進言するものと

する。 

３ 現地合同調整所が設置された場合、指揮支援本部長は、都道府県大隊長、統合機動部隊長、

エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長、

安全管理部隊長、救急特別編成部隊長、代表消防機関又は代表消防機関代行に属する中隊長の

中から必要な者を現地合同調整所の会議に参画させるものとする。 

４ 前項において参画した者は、現地合同調整所において、活動エリア・内容・手順、情報通信

手段等について、自衛隊、警察、海上保安庁、ＤＭＡＴ等関係機関間の情報共有及び活動調整、

必要に応じた関係機関間の相互協力を行う。 

 

（情報共有等） 
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第33条 消防庁は、調整本部、指揮支援本部、指揮者、航空指揮支援本部、ヘリベース指揮者、都

道府県大隊本部及び後方支援本部に対して、緊急消防援助隊連絡体制（別記様式１）により情

報連絡体制等の明確化を図るものとする。 

２ 消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部、都道府県

大隊本部、後方支援本部及び緊急消防援助隊（次項において「消防庁等」という。）は、被害状

況や活動状況等について、動画及び静止画により、積極的に情報収集を行うものとする。 

３ 消防庁等は、緊急消防援助隊動態情報システム、ヘリコプター動態管理システム、情報収集

活動用ドローン、映像伝送装置、消防庁映像共有システム等を積極的に活用し、被害状況や活

動状況について動画及び静止画により積極的に情報共有を行うものとする。 

４ 指揮本部、航空指揮本部、都道府県大隊本部等は、前２項により収集された情報や、前項に

より共有された情報を指揮に活用するものとする。 

 

  （活動報告等） 

第34条 指揮支援部隊長は、被害状況、被災地消防本部及び被災地消防団、都道府県内消防応援

隊並びに緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、消防庁及び調整本部長に対し

て適宜報告するものとする。 

２ 指揮支援本部長は、被害状況、被災地消防本部及び被災地消防団、都道府県内消防応援隊並

びに陸上に係る緊急消防援助隊の活動状況その他必要な事項について、指揮者及び調整本部に

対して適宜報告するものとする。 

３ 航空指揮支援本部長は、被害状況、受援都道府県内の航空隊及び航空に係る緊急消防援助隊

の活動状況その他必要な事項について、ヘリベース指揮者及び調整本部に対して適宜報告する

ものとする。 

４ 都道府県大隊長は、被害状況、当該都道府県大隊の活動状況その他必要な事項について、指

揮支援本部長に対して適宜報告するものとする。 

５ 都道府県大隊長、統合機動部隊長、エネルギー・産業基盤災害即応部隊長、ＮＢＣ災害即応

部隊長、土砂・風水害機動支援部隊長、安全管理部隊長及び救急特別編成部隊長は、活動規模、

活動結果、活動予定その他必要な事項を記載した活動日報（別記様式２）を作成し、指揮支援

本部長に対して報告するものとする。ただし、第18条第２項の規定に基づき、統合機動部隊を

編成する小隊等が後続する都道府県大隊に帰属し、都道府県大隊を編成する小隊として活動を

開始する翌日からは統合機動部隊長の報告は不要とするものとする。 

６ 指揮支援本部長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、前項の活動日報を取りま

とめ、指揮支援部隊長に対して報告するものとする。 

７ 航空小隊長及び航空後方支援小隊長は、活動日報（別記様式２）を作成し、航空指揮支援本

部長に対して報告するものとする。 

８ 航空指揮支援本部長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、前項の活動日報を取

りまとめ、指揮支援部隊長に対して報告するものとする。 

９ 指揮支援部隊長は、活動日報（別記様式２）を作成するとともに、第６項及び第８項の活動

日報を取りまとめ、長官に対して報告するものとする。 
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 （通信連絡体制等） 

第35条 緊急消防援助隊に係る通信連絡体制は、原則として、次のとおり行うものとする。 

（１）消防庁、調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び関係機

関相互の通信連絡は、有線回線、衛星携帯電話、消防防災無線、防災行政無線、地域衛星通

信ネットワーク、防災相互通信用無線（以下「防災相互波」という。）その他無線を使用する。 

（２）調整本部、指揮支援本部、指揮本部及び都道府県大隊本部相互の無線通信は、統制波１を

使用する。 

（３）指揮支援部隊長は、被災地が複数に及び、指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、

統制波２又は統制波３のいずれかから、緊急消防援助隊の配備状況及び活動状況に応じて使

用波を指定する。 

（４）指揮支援部隊長は、陸上隊と航空隊の間の情報共有を図るため、必要がある場合は、統制

波２又は統制波３のいずれかから、緊急消防援助隊の配備状況及び活動状況に応じて使用波

を指定するとともに、衛星携帯電話等を活用する。 

（５）指揮支援本部長は、さらに指揮系統を複数に分離する必要がある場合は、指揮支援部隊長

と協議し、指定波以外の統制波を指定することができる。 

（６）都道府県大隊本部、当該都道府県大隊に属する中隊及び統合機動部隊相互の無線通信は、

別表のとおり、隊の属する都道府県ごとに指定された主運用波を使用する。 

（７）同一中隊に属する小隊相互、同一統合機動部隊に属する隊相互、同一エネルギー・産業基

盤災害即応部隊に属する隊相互、同一ＮＢＣ災害即応部隊に属する隊相互、同一土砂・風水

害機動支援部隊に属する隊相互及び同一安全管理部隊に属する隊相互の無線通信は、別表の

とおり、隊の属する都道府県ごとに指定された主運用波を使用する。 

   救急特別編成部隊に属する隊相互の無線通信は、救急特別編成部隊長の属する都道府県の

主運用波を使用する。 

（８）指揮支援本部長は、同一の主運用波を使用する大隊、部隊又は都道府県内応援隊が近接し

て活動している場合等においては、指揮支援部隊長と協議し、指定波以外の主運用波を指定

することができる。 

（９）航空指揮支援本部、航空指揮本部及び航空部隊に属する小隊相互の無線通信は、航空波を

使用する。 

（10）都道府県大隊等に属する小隊の隊員相互の無線通信は、署活動用無線機を使用する。署活

動用無線機の使用に係る事前手続や運用上遵守すべき事項については、消防庁が別で定める。 

（11）無線通信の呼出応答においては、必ず呼出名称を使用する。 

２ 統制波の運用に際し輻輳が確認された場合は、原則として、次のとおり運用するものとする。 

（１）無線統制は、指揮支援部隊長の指示により行う。 

（２）無線統制が実施された場合、調整本部又は指揮支援本部以外での運用は、次に掲げる場合

を除き、調整本部又は指揮支援本部からの送信に対する応答のみとする。 

  ア 応援要請を行う場合 

  イ 隊員、消防車両等の重大な事故が発生した場合 
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  ウ 新たな災害が発生した場合 

  エ 調整本部又は指揮支援本部からの特命事項について報告する場合 

３ 指揮支援部隊長は、防災相互波の使用に関し、関係機関と調整を行うものとする。 

 

第５章 防災関係機関との連携 

 

 （防災関係機関等との連絡調整等） 

第36条 長官は、緊急消防援助隊の出動等に関し、必要と認める防災関係機関、関係公共機関等

との連絡調整を行うものとする。 

 

 （実動関係機関との連携） 

第37条 緊急消防援助隊は、被災地への出動及び被災地での活動に関して、自衛隊、警察、海上

保安庁、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ（国土交通省が派遣する緊急災害対策派遣隊をいう。）等と連携す

るものとする。 

  なお、被災地での活動に当たっては、防災相互波等の共通の通信手段を活用し、情報共有に

努めるものとする。 

 

 （医師等との連携） 

第38条 緊急消防援助隊は、被災地において救命医療活動を行う医師、ＤＭＡＴ、ドクターヘリ

（救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法（平成19年法律第 103

号）に規定する救急医療用ヘリコプターをいう。）等と連携して活動するものとする。 

 

 （調整本部等における防災関係機関との連携） 

第39条 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部、航空指揮本部及び後方支援本

部は、緊急消防援助隊の活動が効果的に行われるように、緊急消防援助隊の活動に関して必要

な交通、輸送、通信、燃料、物資等に関する防災関係機関と緊密な連携を図るものとする。 

２ 調整本部、指揮支援本部、指揮本部、航空指揮支援本部及び航空指揮本部は、緊急消防援助

隊の活動に関して必要な関係機関との連絡調整について、必要に応じて、都道府県災害対策本

部及び市町村災害対策本部に依頼するものとする。 

 

 （消防機関との連携） 

第40条 緊急消防援助隊は、効果的な活動を実施するため、道路、住家位置等の情報提供を受け

るなど、被災地消防本部、被災地消防団及び都道府県内消防応援隊と緊密に連携するものとす

る。 

 

第６章 指揮支援実施計画及び受援計画 

 

 （指揮支援実施計画） 
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第41条 統括指揮支援隊、指揮支援隊及び情報統括支援隊の属する消防本部の長は、統括指揮支

援隊、指揮支援隊及び情報統括支援隊の活動を円滑に行うための指揮支援実施計画を策定する

ものとする。 

２ 指揮支援実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）統括指揮支援隊、指揮支援隊及び情報統括支援隊の編成及び出動体制に関すること。 

（２）指揮支援の基本的事項に関すること。 

（３）関係機関との活動調整に関すること。 

（４）現地合同調整所への参画に関すること。 

（５）情報連絡体制に関すること。 

（６）通信支援小隊との連携に関すること。 

（７）その他必要な事項に関すること。 

３ 統括指揮支援隊、指揮支援隊及び情報統括支援隊の属する消防本部の長は、指揮支援実施計

画を策定又は変更した場合は、長官及び当該消防本部が属する都道府県の知事に対して報告す

るとともに、当該統括指揮支援隊、指揮支援隊及び情報統括支援隊が出動対象となる都道府県

の知事に対して情報提供するものとする。 

４ 航空指揮支援隊の属する消防本部の長及び航空指揮支援隊の属する都道府県の知事は、航空

指揮支援隊の活動を円滑に行うための航空指揮支援実施計画を策定するものとする。 

５ 航空指揮支援実施計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）航空指揮支援隊の編成及び出動体制に関すること。 

（２）航空指揮支援の基本的事項に関すること。 

（３）情報連絡体制に関すること。 

（４）その他必要な事項に関すること。 

６ 航空指揮支援隊の属する消防本部の長及び航空指揮支援隊の属する都道府県の知事は、航空

指揮支援実施計画を策定又は変更した場合は、長官に対して報告するとともに、航空指揮支援

隊が消防本部に属する場合においては、当該消防本部が属する都道府県の知事に対して報告す

る。 

 

 （消防本部の受援計画） 

第42条 消防本部の長は、当該消防本部が管轄する市町村が被災し、緊急消防援助隊の応援等を

受ける場合の受援計画を策定するものとする。 

２ 受援計画に定める事項は、次に掲げるとおりとする。 

（１）指揮本部の運営体制及び早期設置に関すること。 

（２）緊急消防援助隊の早期受入れに係る関係機関との連絡調整に関すること。 

（３）進出拠点、当該拠点への連絡員の派遣及び連絡体制に関すること。 

（４）宿営場所その他緊急消防援助隊の活動に必要な拠点の確保に関すること。 

（５）救助活動拠点施設（南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法（平成

14年法律第92号）及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関す

る特別措置法（平成16年法律第27号）に規定する救助活動のための拠点施設をいう。）の運用
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に関すること。 

（６）緊急消防援助隊の活動に必要な情報の提供に関すること。 

（７）燃料補給、物資補給等の後方支援体制に関すること。 

（８）ヘリコプターの離着陸場等の航空機の受入れに関すること。 

（９）その他必要な事項に関すること。 

３ 消防本部の長は、受援計画の策定及び変更に当たっては、都道府県の受援計画及び地域防災

計画の内容と整合を図るものとする。 

４ 消防本部の長は、受援計画を策定又は変更した場合は、都道府県知事に報告するものとする。 

 

第７章 その他 

 

 （消防本部等の訓練） 

第43条 登録市町村の消防本部及び登録都道府県の航空消防隊は、平常時から緊急消防援助隊の

連携活動能力の向上に必要な訓練を行うなど、緊急消防援助隊の応受援体制の強化を図るもの

とする。 

 

 （緊急消防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗） 

第44条 長官は、緊急消防援助隊を登録した消防本部及び都道府県航空消防隊に対して、緊急消

防援助隊登録証及び緊急消防援助隊旗を交付するものとする。 

２ 緊急消防援助隊旗の制式については、長官が別に定める。 

 

  （その他） 

第45条 この要綱に定めるもののほか、緊急消防援助隊に関し必要な細目は、消防庁が別に定め

る。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成27年４月１日から施行する。 

   附 則（平成28年３月30日消防広第80号） 

 この要綱は、平成28年４月 1 日から施行する。 

 ただし、第22条第１項第２号から第７号まで（第４号を除く。）及び同条第２項の規定は、平成

28年６月１日から施行する。 

   附 則（平成29年３月28日消防広第93号） 

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

附 則（平成31年３月８日消防広第35号） 

この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年７月17日消防広第 190号） 

この要綱は、令和２年８月１日から施行する。 

  附 則（令和３年３月22日消防広第89号） 
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この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

  附 則（令和４年６月24日消防広第 211号） 

この要綱は、令和４年６月24日から施行する。 

  附 則（令和７年３月26日消防広第 308号） 

この要綱は、令和７年３月26日から施行する。 
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別表（主運用波の割当て）                  （第 35 条関係） 
周波数名 割当都道府県 

主運用波１ 青森県、栃木県、静岡県、京都府、広島県、佐賀県 

主運用波２ 宮城県、千葉県、長野県、大阪府、愛媛県、長崎県、沖縄県 

主運用波３ 山形県、埼玉県、愛知県、兵庫県、山口県、鹿児島県 

主運用波４ 北海道、福島県、東京都、岐阜県、和歌山県、鳥取県、福岡県 

主運用波５ 秋田県、茨城県、富山県、山梨県、滋賀県、徳島県、大分県 

主運用波６ 神奈川県、新潟県、福井県、奈良県、島根県、香川県、宮崎県 

主運用波７ 岩手県、群馬県、石川県、三重県、岡山県、高知県、熊本県 
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